
新旧対照表

（傍線部分は改正部分）

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱い

について（一部改正）」（令和２年２月６日健感発 0206第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）

新 旧

第１ 退院に関する基準

新型コロナウイルス感染症の患者について、新型コロナウ

イルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年

政令第 11号）第３条において準用する法第 22条の「病原体

を保有していないこと」とは、原則として次の①に該当する

場合とする。ただし、次の②に該当する場合も差し支えない

こととする。

① 発症日から 10日間経過し、かつ、症状軽快後 72時間

経過した場合

② 発症日から 10日間経過以前に症状軽快した場合に、

症状軽快後 24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定

量検査（以下「核酸増幅法等」という。）の検査を行い、

陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24時間以

後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

また、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者に

ついては、原則として次の③に該当する場合に、退院の基準

を満たすものとする。だだし、次の④に該当する場合も退院
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の基準を満たすものとして差し支えないこととする。

③ 発症日から 10日間経過した場合

④ 発症日から６日間経過した後に核酸増幅法等の検査

を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した

24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された

場合

発症日とは、患者が症状を呈し始めた日とし、無症状病原

体保有者又は発症日が明らかでない場合については、陽性確

定に係る検体採取日とする。症状軽快とは、解熱剤を使用せ

ずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

上記の核酸増幅法等の検査の際に陽性が確認された場合

は、24時間後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、

その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行

い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法等の検査を繰り返す

ものとする。（①又は③に該当した場合を除く）

なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者

が新たに症状を呈した場合は、症状軽快後に上記の場合に該

当するまで退院の基準を満たさないものとする。

第２ 就業制限に関する基準

（略）
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社会福祉施設等の介護職員等の確保支援

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、小学校等の臨時休業や社会福祉施設等で働く介護職員等が新型
コロナウイルス感染症に感染等することにより、社会福祉施設等で働く介護職員等の出勤が困難となった場合、
職員が不足する社会福祉施設等に他の社会福祉施設等から応援職員を派遣し、社会福祉施設等のサービス提
供を継続する。

都道府県又は都道府県が適当と認める団体

「災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業の特別対策事
業（社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業）」として以下
を実施することとし、定額補助（補助率10/10）とする。

職員が不足する施設と応援派遣の協力が可能な施設間
での派遣調整を行う。（派遣調整に係る事務費）

社会福祉施設等のサービス提供を継続するため、介護職
員等の応援職員を職員が不足している社会福祉施設等へ
派遣する。 （応援職員の旅費、宿泊費用など。人件費部分は介護報酬等で対応）

＜ 事 業 ス キ ー ム ＞

補助

↓
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実施主体：都道府県、指定都市、中核市
補助率 ：国 ２／３、都道府県・指定都市・中核市 １／３

※地方負担分については、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の対象

総事業費 ： 103億円（国68.3億円 都道府県・指定都市・中核市 34.2億円）

新型コロナウイルス感染症に係る
介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

○ 介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナ
ウイルス感染症による介護サービス提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要である。

○ このため、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通
常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行う。

①休業要請を受けた
事業所

②感染者が発生した
事業所・施設

③濃厚接触者に対
応した事業所・施設

等

都道府県・指定都市・中核市

①休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
②利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等
③濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
・事業所・施設等の消毒・清掃費用
・マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
・事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、（割増）賃金・手当、旅費・宿泊費、
損害賠償保険の加入費用 等

※①～②の通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合は、上記に加えて訪問サービスを実
施する場合の費用（④と同じ）に対して追加の補助が可能

④ ①～②以外の通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合
・訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、（割増）賃金・手当
・訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金 等

( )
（※）利用者を受け入れた連携先事業所等
・追加で必要な人員確保のための職業紹介料、（割増）賃金・手当、旅費・宿泊費、
損害賠償保険の加入費用等

・利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用 等

対 象

交付

事業の流れ

補助額等

新 令和２年度補正予算
68.3億円（総事業費103億円）

左記①、②及び
自主的に休業し
た事業所等の連
携先事業所

国

交付

消毒費用、
衛生用品の購入

利用者の
引き継ぎ時の費用

割増賃金、
手当の支給

割増賃金、
手当の支給

※１事業所・施設当たりの基準額を設定するとともに、
それを超える場合は個別協議の枠組みもあり
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